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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素を構成する回路要素が配置された第１の基板と第２の基板とが電気的に接続されて
いる固体撮像装置であって、
　前記画素は、
　前記第１の基板に配置され、入射した光に基づく信号を出力する光電変換部と、
　前記第２の基板に配置され、ゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有し、前記ソー
ス端子および前記ドレイン端子の一方である第１の端子に、前記光電変換部から出力され
た信号が入力され、前記第１の端子に入力された信号をサンプルホールドし、サンプルホ
ールドした信号を前記ソース端子および前記ドレイン端子の他方である第２の端子から出
力するサンプリングトランジスタと、
　前記第２の基板に配置され、前記サンプリングトランジスタの前記第２の端子から出力
された信号を保持する容量と、
　前記容量に保持された信号を読み出す読み出し期間に、前記第１の端子の電位を、所定
の固定電位に応じた電位に固定する電位固定回路と、
　を備える
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　画素を構成する回路要素が配置された第１の基板と第２の基板とが電気的に接続されて
いる固体撮像装置であって、
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　前記画素は、
　前記第１の基板に配置され、入射した光に基づく信号を出力する光電変換部と、
　前記第１の基板に配置され、ゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有し、前記ソー
ス端子および前記ドレイン端子の一方である第１の端子に、前記光電変換部から出力され
た信号が入力され、前記第１の端子に入力された信号をサンプルホールドし、サンプルホ
ールドした信号を前記ソース端子および前記ドレイン端子の他方である第２の端子から出
力するサンプリングトランジスタと、
　前記第２の基板に配置され、前記サンプリングトランジスタの前記第２の端子から出力
された信号を保持する容量と、
　前記容量に保持された信号を読み出す読み出し期間に、前記第１の端子の電位を、所定
の固定電位に応じた電位に固定する電位固定回路と、
　を備える
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項３】
　前記画素は、
　前記第１の基板または前記第２の基板に配置され、前記光電変換部から出力された信号
をクランプするクランプ容量と、
　前記クランプ容量が配置されている基板と同一の基板に配置され、第２のゲート端子、
第２のソース端子、および第２のドレイン端子を有し、前記第２のソース端子および前記
第２のドレイン端子の一方である第３の端子が前記クランプ容量および前記サンプリング
トランジスタの前記第１の端子に接続され、前記第２のソース端子および前記第２のドレ
イン端子の他方である第４の端子が、前記固定電位を供給する電圧源に接続されるクラン
プトランジスタと、
　を備え、
　前記クランプトランジスタは、前記電位固定回路に含まれ、前記読み出し期間に、前記
サンプリングトランジスタの前記第１の端子の電位を、前記電圧源から供給される前記固
定電位に応じた電位に固定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記画素は、
　前記第１の基板に配置され、前記光電変換部から出力された信号をクランプするクラン
プ容量と、
　前記第１の基板に配置され、第２のゲート端子、第２のソース端子、および第２のドレ
イン端子を有し、前記第２のソース端子および前記第２のドレイン端子の一方である第３
の端子が前記クランプ容量および前記サンプリングトランジスタの前記第１の端子に接続
され、前記第２のソース端子および前記第２のドレイン端子の他方である第４の端子が、
前記固定電位を供給する電圧源に接続されるクランプトランジスタと、
　を備え、
　前記クランプトランジスタは、前記電位固定回路に含まれ、前記読み出し期間に、前記
サンプリングトランジスタの前記第１の端子の電位を、前記電圧源から供給される前記固
定電位に応じた電位に固定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　複数の前記画素を備え、
　複数の前記画素の間で１つの前記クランプ容量および１つの前記クランプトランジスタ
が共有される
　ことを特徴とする請求項３または請求項４に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記画素は、
　前記第１の基板に配置され、前記光電変換部から出力された信号が入力される第２のゲ
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ート端子、第２のソース端子、および第２のドレイン端子を有し、前記第２のゲート端子
に入力された信号を増幅し、増幅した信号を前記第２のソース端子および前記第２のドレ
イン端子の一方から出力する増幅トランジスタと、
　前記第１の基板に配置され、第３のゲート端子、第３のソース端子、および第３のドレ
イン端子を有し、前記第３のソース端子および前記第３のドレイン端子の一方である第３
の端子が、前記固定電位を供給する電圧源に接続され、前記第３のソース端子および前記
第３のドレイン端子の他方である第４の端子が前記光電変換部に接続され、前記光電変換
部をリセットするリセットトランジスタと、
　を備え、
　前記リセットトランジスタは、前記電位固定回路に含まれ、前記読み出し期間に、前記
増幅トランジスタの前記第２のゲート端子の電位を、前記電圧源から供給される前記固定
電位に応じた電位に固定することにより、前記サンプリングトランジスタの一端の電位を
固定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記画素は、
　前記第１の基板に配置され、前記光電変換部から出力された信号が入力される第２のゲ
ート端子、第２のソース端子、および第２のドレイン端子を有し、前記第２のゲート端子
に入力された信号を増幅し、増幅した信号を前記第２のソース端子および前記第２のドレ
イン端子の一方から出力する増幅トランジスタと、
　前記第１の基板または前記第２の基板に配置され、前記増幅トランジスタの前記第２の
ソース端子および前記第２のドレイン端子の一方に接続される一端と、他端とを有する電
流源と、
　を備え、
　前記読み出し期間に、前記電流源の前記他端に前記固定電位が入力され、前記一端と前
記他端との電位が略同一となる
　ことを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の固体撮像装置を有する撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素を構成する回路素子が配置された第１の基板と第２の基板とが電気的に
接続されている固体撮像装置、およびこの固体撮像装置を備えた撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビデオカメラや電子スチルカメラなどが広く一般に普及している。これらのカメ
ラには、CCD（Charge Coupled Device）型や増幅型の固体撮像装置が使用されている。増
幅型の固体撮像装置は、光が入射する画素の光電変換部が生成・蓄積した信号電荷を、画
素に設けられた増幅部に導き、増幅部が増幅した信号を画素から出力する。増幅型の固体
撮像装置では、このような画素が二次元マトリクス状に複数配置されている。増幅型の固
体撮像装置には、例えばCMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）トランジス
タを用いたCMOS型固体撮像装置等がある。
【０００３】
　従来、一般的なCMOS型固体撮像装置は、二次元マトリクス状に配列された各画素の光電
変換部が生成した信号電荷を行毎に順次読み出す方式を採用している。この方式では、各
画素の光電変換部における露光のタイミングは、信号電荷の読み出しの開始と終了によっ
て決まるため、行毎に露光のタイミングが異なる。このため、このようなCMOS型固体撮像
装置を用いて動きの速い被写体を撮像すると、撮像した画像内で被写体が歪んでしまう。
【０００４】
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　この被写体の歪みを無くすために、信号電荷の蓄積の同時性を実現する同時撮像機能（
グローバルシャッタ機能）が提案されている。また、グローバルシャッタ機能を有するCM
OS型固体撮像装置の用途が多くなりつつある。グローバルシャッタ機能を有するCMOS型固
体撮像装置では、通常、光電変換部が生成した信号電荷を、読み出しが行われるまで蓄え
ておくために、遮光性を持った蓄積容量部を有することが必要となる。このような従来の
CMOS型固体撮像装置は、全画素を同時に露光した後、各光電変換部が生成した信号電荷を
全画素で同時に各蓄積容量部に転送して一旦蓄積しておき、この信号電荷を所定の読み出
しタイミングで順次画素信号に変換して読み出している。
【０００５】
　ただし、従来のグローバルシャッタ機能を有するCMOS型固体撮像装置では、光電変換部
と蓄積容量部とを同一基板の同一平面上に作りこまねばならず、チップ面積の増大が避け
られない。さらに、蓄積容量部に蓄積された信号電荷を読み出すまでの待機期間中に、光
に起因するノイズや、蓄積容量部で発生するリーク電流（暗電流）に起因するノイズによ
り信号の品質が劣化してしまうという問題がある。
【０００６】
　この問題を解決するために、光電変換部が形成された第１の基板と、蓄積容量部が形成
された第２の基板とを貼り合わせ、第１の基板と第２の基板をマイクロバンプにより電気
的に接続した固体撮像装置が特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－９２９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示された固体撮像装置では、第１の基板の光電変換部で発生した信号電
荷に基づく電圧を固定するためのクランプ容量と、信号電荷を第２の基板の蓄積容量部（
特許文献１におけるアナログメモリ110）にサンプルホールドするためのサンプリングト
ランジスタ（特許文献１におけるサンプルトランジスタ108）とが設けられている。クラ
ンプ容量に接続されているサンプリングトランジスタの一端（ドレイン端子またはソース
端子）は、サンプリングトランジスタがオフしている間、電位が固定されていないフロー
ティング状態である。このため、1/ｆノイズなどのノイズがサンプリングトランジスタの
一端に混入すると、サンプリングトランジスタの一端の電位が変動する。さらに、このノ
イズによる電位の変動が、サンプリングトランジスタのドレイン端子とソース端子との間
の容量結合により、サンプリングトランジスタの他端に接続された蓄積容量部に伝搬する
。これによって、蓄積容量部に蓄積された信号電荷にノイズが混入しやすい。
【０００９】
　また、特許文献１に開示された固体撮像装置では、クランプ容量に増幅信号を出力する
増幅トランジスタ（特許文献１における第１増幅トランジスタ105）が設けられていると
共に、増幅トランジスタとソースフォロワ回路を構成する電流源（特許文献１における負
荷トランジスタ106）が設けられている。蓄積容量部に蓄積された信号電荷を読み出す期
間（読み出し期間）の間、電流源はオフとなっているため、増幅トランジスタに接続され
ている電流源の一端はフローティング状態である。したがって、電流源の一端に混入した
ノイズによる電位の変動が、クランプ容量を介してサンプリングトランジスタに伝搬し、
上記のようにサンプリングトランジスタを介して蓄積容量部に伝搬する。これによって、
蓄積容量部に蓄積された信号電荷にノイズが混入しやすい。
【００１０】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、ノイズ耐性を向上することが
できる固体撮像装置および撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 6176990 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、画素を構成する回路要素が配
置された第１の基板と第２の基板とが電気的に接続されている固体撮像装置であって、前
記画素は、前記第１の基板に配置され、入射した光に基づく信号を出力する光電変換部と
、前記第２の基板に配置され、ゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有し、前記ソー
ス端子および前記ドレイン端子の一方である第１の端子に、前記光電変換部から出力され
た信号が入力され、前記第１の端子に入力された信号をサンプルホールドし、サンプルホ
ールドした信号を前記ソース端子および前記ドレイン端子の他方である第２の端子から出
力するサンプリングトランジスタと、前記第２の基板に配置され、前記サンプリングトラ
ンジスタの前記第２の端子から出力された信号を保持する容量と、前記容量に保持された
信号を読み出す読み出し期間に、前記第１の端子の電位を、所定の固定電位に応じた電位
に固定する電位固定回路と、を備えることを特徴とする固体撮像装置である。
【００１２】
　また、本発明は、画素を構成する回路要素が配置された第１の基板と第２の基板とが電
気的に接続されている固体撮像装置であって、前記画素は、前記第１の基板に配置され、
入射した光に基づく信号を出力する光電変換部と、前記第１の基板に配置され、ゲート端
子、ソース端子、ドレイン端子を有し、前記ソース端子および前記ドレイン端子の一方で
ある第１の端子に、前記光電変換部から出力された信号が入力され、前記第１の端子に入
力された信号をサンプルホールドし、サンプルホールドした信号を前記ソース端子および
前記ドレイン端子の他方である第２の端子から出力するサンプリングトランジスタと、前
記第２の基板に配置され、前記サンプリングトランジスタの前記第２の端子から出力され
た信号を保持する容量と、前記容量に保持された信号を読み出す読み出し期間に、前記第
１の端子の電位を、所定の固定電位に応じた電位に固定する電位固定回路と、を備えるこ
とを特徴とする固体撮像装置である。
【００１３】
　また、本発明は、上記の固体撮像装置を有する撮像装置である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、読み出し期間に、サンプリングトランジスタの第１の端子の電位が、
所定の固定電位に応じた電位に固定されるので、ノイズの混入によるサンプリングトラン
ジスタの第１の端子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置の断面図および平面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示す
回路図である。
【図５】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示す
回路図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタイ
ミングチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示す
回路図である。
【図８】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示す
回路図である。
【図９】本発明の第１の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタイ
ミングチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタ
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イミングチャートである。
【図１１】本発明の第３の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタ
イミングチャートである。
【図１４】本発明の第４の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタ
イミングチャートである。
【図１７】本発明の第５の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１８】本発明の第５の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の回路構成を示
す回路図である。
【図１９】本発明の第５の実施形態による固体撮像装置が備える単位画素の動作を示すタ
イミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態を説明する。図1は、本実施形態による撮像装置の一例
であるデジタルカメラの構成を示している。図1に示すように、デジタルカメラ7は、固体
撮像装置1と、レンズユニット部2と、画像処理装置3と、記録装置4と、カメラ制御装置5
と、表示装置6とを有する。
【００１８】
　レンズユニット部2は、レンズ等の光学系を有し、被写体からの光が形成する被写体像
を固体撮像装置1に結像させる。レンズユニット部2のズーム、フォーカス、絞りなどの駆
動はカメラ制御装置5によって制御される。固体撮像装置1は、レンズユニット部2を介し
てデジタルカメラ7内に入射した被写体の光を画像信号に変換するMOS型撮像装置である。
固体撮像装置1の駆動はカメラ制御装置5によって制御される。この固体撮像装置1に関す
る詳細な説明については、後述する。
【００１９】
　画像処理装置3は固体撮像装置1から出力された画像信号に対して信号の増幅や画像デー
タへの変換などの処理を行い、変換された画像データに対して各種の補正や圧縮などの処
理を行う。記録装置4は、半導体メモリなどの着脱可能な記録媒体であり、画像データの
記録および読み出しを行う。表示装置6は、固体撮像装置1から出力された画像信号に基づ
く画像データ、または記録装置4から読み出された画像データに基づく画像を表示する液
晶などの表示装置である。
【００２０】
　図2は、固体撮像装置1の構成を示している。図2に示すように、固体撮像装置1は、制御
信号発生回路1-1と、垂直読み出し制御回路1-2と、水平読み出し制御回路1-3と、複数の
単位画素1-5で構成された画素アレイ部1-4と、カラム信号処理部1-6と、出力回路1-8とを
有する。
【００２１】
　制御信号発生回路1-1は、垂直読み出し制御回路1-2、水平読み出し制御回路1-3、およ
びカラム信号処理部1-6を制御するための制御信号を発生し、これらに制御信号を供給す
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る。垂直読み出し制御回路1-2は、画素アレイ部1-4内のそれぞれの単位画素1-5を行単位
で制御し、各単位画素1-5の画素信号を、列毎に設けられている垂直信号線1-9に出力させ
る。垂直読み出し制御回路1-2が行う単位画素1-5の制御には、単位画素1-5のリセット動
作、蓄積動作、信号読み出し動作などが含まれる。この制御を行うため、垂直読み出し制
御回路1-2は、それぞれの単位画素1-5へ制御信号（制御パルス）を出力し、単位画素1-5
を行毎に独立して制御する。
【００２２】
　画素アレイ部1-4では、複数の単位画素1-5が2次元の行列状に配列されている。図2では
、7行×7列の49個の単位画素1-5が配列されているが、図2に示す単位画素1-5の配列は一
例であり、行数および列数は2以上であればよい。
【００２３】
　カラム信号処理部1-6は、列毎に設けられている垂直信号線1-9に接続されており、垂直
信号線1-9に出力された画素信号に対してノイズ抑圧やA/D変換前の信号増幅などの信号処
理を行う。水平読み出し制御回路1-3は、カラム信号処理部1-6の出力信号を水平信号線1-
7に順次読み出す。水平信号線1-7に読み出された信号は、出力回路1-8を介して固体撮像
装置1の外部へ出力される。
【００２４】
　図3は固体撮像装置1の断面構造（図3（a））および平面構造（図3（b））を示している
。固体撮像装置1は、単位画素1-5を構成する回路要素（光電変換部や、トランジスタ、容
量等）が配置された2枚の基板（第１基板20、第２基板21）が重なった構造を有する。単
位画素1-5を構成する回路要素は第１基板20と第２基板21に分配して配置されている。第
１基板20と第２基板21は、単位画素1-5の駆動時に2枚の基板間で電気信号を授受可能なよ
うに電気的に接続されている。
【００２５】
　第１基板20の2つの主面（側面よりも相対的に表面積が大きい表面）のうち、光Lが照射
される側の主面側に光電変換部が形成されており、第１基板20に照射された光は光電変換
部に入射する。第１基板20の2つの主面のうち、光Lが照射される側の主面とは反対側の主
面には、第２基板21との接続用の電極である多数のマイクロパッド22が形成されている。
1画素毎あるいは複数画素毎に1つのマイクロパッド22が配置される。また、第２基板21の
2つの主面のうち、第１基板20と対向する側の主面において、マイクロパッド22と対応す
る位置には、第１基板20との接続用の電極である多数のマイクロパッド23が形成されてい
る。
【００２６】
　マイクロパッド22とマイクロパッド23の間にはマイクロバンプ24が形成されている。第
１基板20と第２基板21は、マイクロパッド22とマイクロパッド23が互いに対向するように
重ねて配置され、マイクロパッド22とマイクロパッド23間がマイクロバンプ24によって電
気的に接続されるように一体化されている。マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイ
クロパッド23は、第１基板20と第２基板21を電気的に接続する接続部を構成する。第１基
板20に配置されている光電変換部で発生した信号電荷に基づく信号は、マイクロパッド22
、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を介して第２基板21へ出力される。
【００２７】
　第１基板20の2つの主面のうち、光Lが照射される側の主面とは反対側の主面の周辺部に
は、マイクロパッド22と同様の構造を有するマイクロパッド25が形成されている。第２基
板21の2つの主面のうち、第１基板20と対向する側の主面において、マイクロパッド25と
対応する位置には、マイクロパッド23と同様の構造を有するマイクロパッド26が形成され
ている。マイクロパッド25とマイクロパッド26の間にはマイクロバンプ27が形成されてい
る。第１基板20に配置された回路要素、または第２基板21に配置された回路要素を駆動す
るための電源電圧等は、マイクロパッド25、マイクロバンプ27、マイクロパッド26を介し
て第１基板20から第２基板21へ、または第２基板21から第１基板20へ供給される。
【００２８】
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　第２基板21の2つの主面のうち一方の主面の周辺部には、第１基板20、第２基板21以外
の系とのインターフェースとして使用されるパッド28が形成されている。パッド28に代え
て、第２基板21を貫通する貫通電極を設け、貫通電極を外部接続用の電極として使用して
もよい。図3に示す例では第１基板20と第２基板21の主面の面積が異なるが、第１基板20
と第２基板21の主面の面積が同じであってもよい。また、マイクロバンプを設けずに、第
１基板20の表面に設けたマイクロパッド（第１の電極）と、第２基板21の表面に設けたマ
イクロパッド（第２の電極）とを直接貼り合わせることにより第１基板20と第２基板21を
接続してもよい。
【００２９】
　単位画素1-5を構成する回路要素は第１基板20と第２基板21に分散して配置されている
。単位画素1-5以外の制御信号発生回路1-1、垂直読み出し制御回路1-2、水平読み出し制
御回路1-3、カラム信号処理部1-6、出力回路1-8に関しては、それぞれ第１基板20と第２
基板21のどちらに配置されていてもよい。また、制御信号発生回路1-1、垂直読み出し制
御回路1-2、水平読み出し制御回路1-3、カラム信号処理部1-6、出力回路1-8のそれぞれを
構成する回路要素が第１基板20と第２基板21に分散して配置されていてもよい。単位画素
1-5以外の構成についても第１基板20と第２基板21の間で信号の授受が必要となる場合が
あるが、単位画素1-5と同様にマイクロパッドとマイクロバンプを使用して第１基板20と
第２基板21を接続したり、マイクロパッド同士を直接接続して第１基板20と第２基板21を
接続したりすることが可能である。
【００３０】
　図4は、単位画素1-5の構成を示している。単位画素1-5は、光電変換部101と、転送トラ
ンジスタ102と、FD（フローティングディフュージョン）103と、FDリセットトランジスタ
104と、第１増幅トランジスタ105と、電流源106と、クランプ容量107と、サンプリングト
ランジスタ108と、クランプトランジスタ109と、アナログメモリ110と、第２増幅トラン
ジスタ111と、選択トランジスタ112とを有する。
【００３１】
　光電変換部101の一端は接地されている。転送トランジスタ102のドレイン端子は光電変
換部101の他端に接続されている。転送トランジスタ102のゲート端子は垂直読み出し制御
回路1-2に接続されており、転送パルスφTXが供給される。
【００３２】
　FD103の一端は転送トランジスタ102のソース端子に接続されており、FD103の他端は接
地されている。FDリセットトランジスタ104のドレイン端子は、基準電圧VREFを供給する
基準電圧源に接続されており、FDリセットトランジスタ104のソース端子は転送トランジ
スタ102のソース端子に接続されている。FDリセットトランジスタ104のゲート端子は垂直
読み出し制御回路1-2に接続されており、FDリセットパルスφRSTが供給される。
【００３３】
　第１増幅トランジスタ105のドレイン端子は、電源電圧VDDを供給する電源に接続されて
いる。第１増幅トランジスタ105の入力部であるゲート端子は転送トランジスタ102のソー
ス端子に接続されている。電流源106の一端は第１増幅トランジスタ105のソース端子に接
続されており、電流源106の他端は接地されている。一例として、ドレイン端子が第１増
幅トランジスタ105のソース端子に接続され、ソース端子が接地され、ゲート端子が垂直
読み出し制御回路1-2に接続されたトランジスタで電流源106を構成してもよい。クランプ
容量107の一端は第１増幅トランジスタ105のソース端子および電流源106の一端に接続さ
れている。
【００３４】
　サンプリングトランジスタ108のドレイン端子はクランプ容量107の他端に接続されてい
る。サンプリングトランジスタ108のゲート端子は垂直読み出し制御回路1-2に接続されて
おり、サンプルパルスφSHが供給される。
【００３５】
　クランプトランジスタ109のドレイン端子は、基準電圧VREFを供給する基準電圧源に接
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続されており、クランプトランジスタ109のソース端子はサンプリングトランジスタ108の
ソース端子に接続されている。クランプトランジスタ109のゲート端子は垂直読み出し制
御回路1-2に接続されており、クランプ＆メモリリセットパルスφCLが供給される。
【００３６】
　アナログメモリ110の一端はサンプリングトランジスタ108のソース端子に接続されてお
り、アナログメモリ110の他端は接地されている。第２増幅トランジスタ111のドレイン端
子は、電源電圧VDDを供給する電源に接続されている。第２増幅トランジスタ111の入力部
であるゲート端子はサンプリングトランジスタ108のソース端子に接続されている。選択
トランジスタ112のドレイン端子は第２増幅トランジスタ111のソース端子に接続されてお
り、選択トランジスタ112のソース端子は垂直信号線1-9に接続されている。選択トランジ
スタ112のゲート端子は垂直読み出し制御回路1-2に接続されており、選択パルスφSELが
供給される。上述した各トランジスタに関しては極性を逆にし、ソース端子とドレイン端
子を上記と逆にしてもよい。
【００３７】
　光電変換部101は、例えばフォトダイオードであり、入射した光に基づく信号電荷を生
成（発生）し、生成（発生）した信号電荷を保持・蓄積し、所定の期間の経過後に信号電
荷を出力する。転送トランジスタ102は、光電変換部101に蓄積された信号電荷をFD103に
転送するトランジスタである。転送トランジスタ102のオン／オフは、垂直読み出し制御
回路1-2からの転送パルスφTXによって制御される。FD103は、光電変換部101から転送さ
れた信号電荷を一時的に保持・蓄積する容量である。
【００３８】
　FDリセットトランジスタ104は、FD103をリセットするトランジスタである。FDリセット
トランジスタ104のオン／オフは、垂直読み出し制御回路1-2からのFDリセットパルスφRS
Tによって制御される。FDリセットトランジスタ104と転送トランジスタ102を同時にオン
にすることによって、光電変換部101をリセットすることも可能である。FD103／光電変換
部101のリセットは、FD103／光電変換部101に蓄積されている電荷量を制御してFD103／光
電変換部101の状態（電位）を基準状態（基準電位、リセットレベル）に設定することで
ある。
【００３９】
　第１増幅トランジスタ105は、ゲート端子に入力される、FD103に蓄積されている信号電
荷に基づく信号を増幅した増幅信号をソース端子から出力するトランジスタである。電流
源106は、第１増幅トランジスタ105の負荷として機能し、第１増幅トランジスタ105を駆
動する電流を第１増幅トランジスタ105に供給する。第１増幅トランジスタ105と電流源10
6はソースフォロワ回路を構成する。
【００４０】
　クランプ容量107は、第１増幅トランジスタ105から出力される増幅信号の電圧レベルを
クランプ（固定）する容量である。サンプリングトランジスタ108は、クランプ容量107の
他端の電圧レベルをサンプルホールドし、アナログメモリ110に蓄積するトランジスタで
ある。サンプリングトランジスタ108のオン／オフは、垂直読み出し制御回路1-2からのサ
ンプルパルスφSHによって制御される。
【００４１】
　クランプトランジスタ109は、アナログメモリ110をリセットするトランジスタである。
アナログメモリ110のリセットは、アナログメモリ110に蓄積されている電荷量を制御して
アナログメモリ110の状態（電位）を基準状態（基準電位、リセットレベル）に設定する
ことである。アナログメモリ110は、サンプリングトランジスタ108によってサンプルホー
ルドされたアナログ信号を保持・蓄積する容量である。
【００４２】
　アナログメモリ110の容量値は、FD103の容量値よりも大きな値に設定される。アナログ
メモリ110には、単位面積当たりのリーク電流（暗電流）の少ない容量であるMIM（Metal 
Insulator Metal）容量やMOS（Metal Oxide Semiconductor）容量を使用することがより
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望ましい。これによって、ノイズに対する耐性が向上し、高品質な信号が得られる。
【００４３】
　第２増幅トランジスタ111は、ゲート端子に入力される信号であって、アナログメモリ1
10に蓄積されている信号電荷に基づく信号を増幅した増幅信号をソース端子から出力する
トランジスタである。選択トランジスタ112は、単位画素1-5を選択し、第２増幅トランジ
スタ111によって増幅された信号を垂直信号線1-9に出力するトランジスタである。選択ト
ランジスタ112のオン／オフは、垂直読み出し制御回路1-2からの選択パルスφSELによっ
て制御される。
【００４４】
　図4の破線D1は第１基板20と第２基板21の境界線を示している。第１基板20には、光電
変換部101と、転送トランジスタ102と、FD103と、FDリセットトランジスタ104と、第１増
幅トランジスタ105とが配置されている。第２基板21には、電流源106と、クランプ容量10
7と、サンプリングトランジスタ108と、クランプトランジスタ109と、アナログメモリ110
と、第２増幅トランジスタ111と、選択トランジスタ112とが配置されている。
【００４５】
　第１基板20の第１増幅トランジスタ105から出力された増幅信号は、マイクロパッド22
、マイクロバンプ24、およびマイクロパッド23を介して第２基板21へ出力される。また、
電源電圧VDDおよび基準電圧VREFは、マイクロパッド25、マイクロバンプ27、およびマイ
クロパッド26を介して第１基板20と第２基板21の間で授受される。
【００４６】
　図４では、マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を含む接続部が第
１増幅トランジスタ105のソース端子と、電流源106のドレイン端子およびクランプ容量10
7の一端との間の経路に配置されているが、これに限らない。接続部は、光電変換素子101
からアナログメモリ110までの電気的に接続された経路上のどこに配置されていてもよい
。
【００４７】
　図5は、第１基板20と第２基板21の境界線の例を示している。破線D1～D5は、第１基板2
0と第２基板21の境界線として可能な例を示している。第１基板20と第２基板21の境界線
は、破線D1～D5のいずれであってもよく、第１の基板20に光電変換素子101が配置され、
第２の基板にアナログメモリ110が配置されれば良い。破線D1については上述した通りで
ある。破線D2が示す例では、光電変換素子101の他端と、転送トランジスタ102のドレイン
端子との間の経路に接続部が配置される。破線D3が示す例では、転送トランジスタ102の
ソース端子と、FD103の一端、FDリセットトランジスタ104のソース端子、および第１増幅
トランジスタ105のゲート端子との間の経路に接続部が配置される。
【００４８】
　破線D4が示す例では、クランプ容量107の他端と、サンプリングトランジスタ108のドレ
イン端子との間の経路に接続部が配置される。破線D5が示す例では、サンプリングトラン
ジスタ108のソース端子と、クランプトランジスタ109のソース端子、アナログメモリ110
の一端、および第２増幅トランジスタ111のゲート端子との間の経路に接続部が配置され
る。
【００４９】
　サンプリングトランジスタ108およびアナログメモリ110は、光電変換部101から出力さ
れた信号を保持する信号保持部を構成する。サンプリングトランジスタ108のドレイン端
子（第１の端子）に、光電変換部101から出力された信号電荷に対応する信号が入力され
ると、サンプリングトランジスタ108は、ドレイン端子に入力された信号をサンプルホー
ルドし、サンプルホールドした信号をソース端子（第２の端子）から出力する。アナログ
メモリ110は、サンプリングトランジスタ108のソース端子から出力された信号を保持する
。
【００５０】
　上述したように、FDリセットトランジスタ104は、ドレイン端子（第３の端子）が、基
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準電圧VREFを供給する基準電圧源に接続され、ソース端子（第４の端子）が、転送トラン
ジスタ102を介して光電変換部101に接続され、光電変換部101をリセットする。また、以
下で詳細に説明するように、FDリセットトランジスタ104は、アナログメモリ110に蓄積さ
れた信号電荷に基づく信号を読み出す読み出し期間に、FD103の一端および第１増幅トラ
ンジスタ105のゲート端子の電位を、基準電圧源から供給される固定電位（VREF）に応じ
た電位に固定することにより、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位を固
定する。このため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジスタ108のドレ
イン端子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上することができる
。
【００５１】
　次に、図6を参照し、単位画素1-5の動作を説明する。図6は、垂直読み出し制御回路1-2
から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号を示している。以下では、全ての単位画素1
-5を指す場合、全画素と記載する。
【００５２】
　［蓄積期間の動作］
　蓄積期間は全画素で共通の期間であり、全画素で同時に動作が行われる。まず、転送パ
ルスφTX、FDリセットパルスφRSTがL（Low）レベルからH（High）レベルに変化すること
で、転送トランジスタ102とFDリセットトランジスタ104がオンとなる。これによって、全
画素の光電変換部101がリセットされる。続いて、転送パルスφTXとFDリセットパルスφR
STがHレベルからLレベルに変化することで、転送トランジスタ102とFDリセットトランジ
スタ104がオフとなる。これによって、全画素のリセットが終了し、全画素の露光（信号
電荷の蓄積）が一括して開始される（露光期間の開始）。
【００５３】
　［転送期間の動作］
　転送期間は全画素で共通の期間であり、全画素で同時に動作が行われる。まず、FDリセ
ットパルスφRSTがLレベルからHレベルに変化することで、FDリセットトランジスタ104が
オンとなる。これによって、全画素のFD103がリセットされる。同時に、クランプ＆メモ
リリセットパルスφCLがLレベルからHレベルに変化することで、クランプトランジスタ10
9がオンとなる。これによって、全画素のアナログメモリ110がリセットされる。
【００５４】
　同時に、サンプルパルスφSHがLレベルからHレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオンとなる。これによって、全画素のクランプ容量107の他端の電位が基
準電圧VREFにリセットされると共に、全画素のサンプリングトランジスタ108がクランプ
容量107の他端の電位のサンプルホールドを開始する。
【００５５】
　続いて、FDリセットパルスφRSTがHレベルからLレベルに変化することで、FDリセット
トランジスタ104がオフとなる。これによって、全画素のFD103のリセットが終了する。続
いて、クランプ＆メモリリセットパルスφCLがHレベルからLレベルに変化することで、ク
ランプトランジスタ109がオフとなる。これによって、全画素のアナログメモリ110のリセ
ットが終了する。この時点でクランプ容量107は、第１増幅トランジスタ105から出力され
る増幅信号（FD103のリセット後の増幅信号）をクランプしている。
【００５６】
　続いて、転送パルスφTXがLレベルからHレベルに変化することで、転送トランジスタ10
2がオンとなる。これによって、全画素の光電変換部101に蓄積されている信号電荷が、転
送トランジスタ102を介してFD103に転送され、FD103に蓄積される。これによって、全画
素の露光（信号電荷の蓄積）が終了する。続いて、転送パルスφTXがHレベルからLレベル
に変化することで、転送トランジスタ102がオフとなる。
【００５７】
　続いて、サンプルパルスφSHがHレベルからLレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオフとなる。これによって、全画素のサンプリングトランジスタ108がク
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ランプ容量107の他端の電位のサンプルホールドを終了する。この時点でクランプ容量107
は、第１増幅トランジスタ105から出力される増幅信号（光電変換部101からFD103に信号
電荷が転送された後の増幅信号）をクランプしている。
【００５８】
　クランプ容量107およびサンプリングトランジスタ108の働きにより、光電変換部101で
発生した信号電荷に基づくFD103の一端の電位の変動に相当する分の信号電荷がアナログ
メモリ110に蓄積される。これによって、FDリセットトランジスタ104の動作によるリセッ
トノイズや、第１増幅トランジスタ105の回路閾値のばらつきによるノイズ等の、第１基
板20で発生するノイズを除去することができる。
【００５９】
　［読み出し期間の動作］
　読み出し期間では、アナログメモリ110に蓄積されている信号電荷に基づく信号が行毎
に順次読み出される。まず、FDリセットパルスφRSTがLレベルからHレベルに変化するこ
とで、FDリセットトランジスタ104がオンとなる。これによって、FD103の一端および第１
増幅トランジスタ105のゲート端子の電位が、基準電圧源から供給される固定電位（VREF
）に応じた電位に固定される。
【００６０】
　クランプ容量107の一端に接続されている第１増幅トランジスタ105のゲート端子の電位
が固定されるため、クランプ容量の一端の電位も固定され、サンプリングトランジスタ10
8のドレイン端子の電位も固定される。読み出し期間中、FDリセットトランジスタ104はオ
ンのままである。
【００６１】
　続いて、選択パルスφSELがLレベルからHレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオンとなる。これによって、アナログメモリ110に蓄積された信号電荷に基づく画素
信号レベルが垂直信号線1-9へ出力される。
【００６２】
　続いて、クランプ＆メモリリセットパルスφCLがLレベルからHレベルに変化することで
、クランプトランジスタ109がオンとなる。これによって、アナログメモリ110がリセット
され、垂直信号線1-9へリセットレベルが出力される。
【００６３】
　続いて、選択パルスφSELがHレベルからLレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオフとなる。同時に、クランプ＆メモリリセットパルスφCLがHレベルからLレベルに
変化することで、クランプトランジスタ109がオフとなる。
【００６４】
　カラム信号処理部1-6は、読み出された画素信号レベルとリセットレベルとの差分を演
算することで、アナログメモリ110から画素信号の読み出しを行う際に発生する読み出し
ノイズの除去を行う。上記の動作が1行ずつ順次行われることで、全画素の画素信号が読
み出される。上記の動作では、全画素の光電変換部101に蓄積された信号電荷が一括して
転送されるので、信号電荷の蓄積の同時性を実現することができる。
【００６５】
　上述したように、本実施形態によれば、FDリセットトランジスタ104が、読み出し期間
に、FD103の一端および第１増幅トランジスタ105のゲート端子の電位を固定電位に応じた
電位に固定することにより、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位が固定
される。このため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジスタ108のドレ
イン端子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上することができる
。
【００６６】
　次に、本実施形態の変形例を説明する。図7は、単位画素1-5の構成の他の例を示してい
る。図4に示した構成と比較すると、図7ではクランプ容量107とクランプトランジスタ109
が削除されており、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子は第１増幅トランジス
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タ105のソース端子および電流源106の一端に接続されている。上記以外の構成は、図4に
示した構成と同一である。
【００６７】
　図7では、マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を含む接続部が第
１増幅トランジスタ105のソース端子と、電流源106のドレイン端子およびサンプリングト
ランジスタ108のドレイン端子との間の経路に配置されているが、これに限らない。接続
部は、光電変換素子101からアナログメモリ110までの電気的に接続された経路上のどこに
配置されていてもよい
【００６８】
　図8、第１基板20と第２基板21の境界線の例を示している。破線D1～D5は、第１基板20
と第２基板21の境界線として可能な例を示している。第１基板20と第２基板21の境界線は
、破線D1～D5のいずれであってもよく、第１の基板20に光電変換素子101が配置され、第
２の基板にアナログメモリ110が配置されれば良い。破線D1については前述した通りであ
る。破線D2が示す例では、光電変換素子101の他端と、転送トランジスタ102のドレイン端
子との間の経路に接続部が配置される。破線D3が示す例では、転送トランジスタ102のソ
ース端子と、FD103の一端、FDリセットトランジスタ104のソース端子、および第１増幅ト
ランジスタ105のゲート端子との間の経路に接続部が配置される。
【００６９】
　破線D4が示す例では、増幅トランジスタ105のソース端子および電流源106の一端と、サ
ンプリングトランジスタ108のドレイン端子との間の経路に接続部が配置され、破線D5が
示す例では、サンプリングトランジスタ108のソース端子と、アナログメモリ110の一端お
よび第２増幅トランジスタ111のゲート端子との間の経路に接続部が配置される。
【００７０】
　次に、図9を参照し、図7に示す単位画素1-5の動作を説明する。図9は、垂直読み出し制
御回路1-2から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号を示している。以下では、図6に
示した動作とは異なる動作を中心に説明する。
【００７１】
　蓄積期間における動作は、図6に示した動作と同一である。転送期間では、全画素のFD1
03がリセットされた後、光電変換部101に蓄積されている信号電荷が、転送トランジスタ1
02を介してFD103に転送され、FD103に蓄積される。同時に、このときの第１増幅トランジ
スタ105のソース端子から出力される増幅信号がアナログメモリ110に入力され、増幅信号
に基づく信号電荷がアナログメモリ110に蓄積される。
【００７２】
　読み出し期間では、まず、FDリセットパルスφRSTがLレベルからHレベルに変化するこ
とで、FDリセットトランジスタ104がオンとなる。これによって、FD103の一端および第１
増幅トランジスタ105のゲート端子の電位が、基準電圧源から供給される固定電位（VREF
）に応じた電位に固定される。前述したように、サンプリングトランジスタ108のドレイ
ン端子の電位も固定される。
【００７３】
　続いて、選択パルスφSELがLレベルからHレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオンとなる。これによって、アナログメモリ110に蓄積された信号電荷に基づく画素
信号レベルが垂直信号線1-9へ出力される。
【００７４】
　続いて、サンプルパルスφSHがLレベルからHレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオンとなる。このとき、FDリセットトランジスタ104がオンとなっており
、FD103がリセットされているので、リセット後のFD103の一端の電位に基づく増幅信号が
第１増幅トランジスタ105のソース端子から出力される。増幅信号はアナログメモリ110に
入力され、増幅信号に基づく信号電荷がアナログメモリ110に蓄積される。このとき、選
択トランジスタ112がオンとなっているので、リセット後のFD103の一端の電位に基づくリ
セットレベルが垂直信号線1-9へ出力される。
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【００７５】
　続いて、選択パルスφSELがHレベルからLレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオフとなる。同時に、サンプルパルスφSHがHレベルからLレベルに変化することで、
サンプリングトランジスタ108がオフとなる。
【００７６】
　上記の変形例においても、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位が固定
されるため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジスタ108のドレイン端
子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上することができる。
【００７７】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。本実施形態による撮像装置の構成は、第１
の実施形態による撮像装置の構成と同様である。ただし、本実施形態では、電流源106は
、オフモード、電流設定モード、低インピーダンス設定モードの３つのモードを切り替え
て動作することが可能である。
【００７８】
　以下、図10を参照し、単位画素1-5の動作を説明する。図10は、垂直読み出し制御回路1
-2から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号と電流源106のモードを示している。以下
では、図6に示した動作とは異なる動作を中心に説明する。
【００７９】
　蓄積期間では、電流源106はオフモードに設定され、動作を停止している。転送期間で
は、電流源106は電流設定モードに設定され、第１増幅トランジスタ105を駆動する電流を
出力する。電流設定モードに設定されたときの電流源106のインピーダンスは、低インピ
ーダンス設定モードに設定されたときの電流源106のインピーダンスよりも高くなる。
【００８０】
　読み出し期間では、FDリセットトランジスタ104はオフである。また、電流源106は低イ
ンピーダンス設定モードに設定される。このとき、第１増幅トランジスタ105のソース端
子およびクランプ容量107の一端に接続された電流源106の一端の電位は電流源106の他端
の電位と略同一となる。例えば、電流源106がトランジスタで構成されている場合、電流
源106のドレイン端子とソース端子のそれぞれの電位が略同一となる。これによって、ク
ランプ容量107の一端の電位は、電流源106の他端の電位すなわちグランド電位と略同一の
電位に固定される。したがって、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位も
固定される。
【００８１】
　上述したように、本実施形態によれば、読み出し期間に、電流源106の一端と他端の電
位が略同一の電位に固定されることにより、サンプリングトランジスタ108のドレイン端
子の電位が固定される。このため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジ
スタ108のドレイン端子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上す
ることができる。
【００８２】
　本実施形態の変形例として、図7に示す単位画素1-5において、読み出し期間に、FDリセ
ットトランジスタ104がオンとなる代わりに電流源106が低インピーダンス設定モードで動
作してもよい。
【００８３】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。本実施形態による撮像装置の構成は、単位
画素1-5を除いて、第１の実施形態による撮像装置の構成と同様である。
【００８４】
　図11は、本実施形態における単位画素1-5の構成を示している。図11に示す単位画素1-5
では、クランプトランジスタ109が配置されている位置が、図4に示す単位画素1-5とは異
なる。図11では、クランプトランジスタ109のソース端子（第３の端子）はクランプ容量1



(15) JP 6176990 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

07の他端およびサンプリングトランジスタ108のドレイン端子に接続され、クランプトラ
ンジスタ109のドレイン端子（第４の端子）は、基準電圧VREFを供給する基準電圧源に接
続されている。上記以外の構成は、図4に示す単位画素1-5の構成と同一である。
【００８５】
　図11では、マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を含む接続部が第
１増幅トランジスタ105のソース端子と、電流源106のドレイン端子およびクランプ容量10
7の一端との間の経路に配置されているが、これに限らない。接続部は、光電変換素子101
からアナログメモリ110までの電気的に接続された経路上のどこに配置されていてもよい
。
【００８６】
　図12は、第１基板20と第２基板21の境界線の例を示している。破線D1～D5は、第１基板
20と第２基板21の境界線として可能な例を示している。第１基板20と第２基板21の境界線
は、破線D1～D5のいずれであってもよく、第１の基板20に光電変換素子101が配置され、
第２の基板にアナログメモリ110が配置されれば良い。破線D1については前述した通りで
ある。破線D2が示す例では、光電変換素子101の他端と、転送トランジスタ102のドレイン
端子との間の経路に接続部が配置される。破線D3が示す例では、転送トランジスタ102の
ソース端子と、FD103の一端、FDリセットトランジスタ104のソース端子、および第１増幅
トランジスタ105のゲート端子との間の経路に接続部が配置される。
【００８７】
　破線D4が示す例では、クランプトランジスタ109のソース端子およびクランプ容量107の
他端と、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子との間の経路に接続部が配置され
、破線D5が示す例では、サンプリングトランジスタ108のソース端子と、アナログメモリ1
10の一端および第２増幅トランジスタ111のゲート端子との間の経路に接続部が配置され
る。
　以下で詳細に説明するように、クランプトランジスタ109は、読み出し期間に、サンプ
リングトランジスタのドレイン端子の電位を、基準電圧源から供給される固定電位（VREF
）に応じた電位に固定する。
【００８８】
　以下、図13を参照し、単位画素1-5の動作を説明する。図13は、垂直読み出し制御回路1
-2から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号を示している。以下では、図6に示した動
作とは異なる動作を中心に説明する。
【００８９】
　蓄積期間および転送期間における動作は、図6に示した動作と同一である。読み出し期
間では、FDリセットトランジスタ104はオフである。また、クランプ＆メモリリセットパ
ルスφCLがLレベルからHレベルに変化することで、クランプトランジスタ109がオンとな
る。これによって、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位が、基準電圧源
から供給される固定電位（VREF）に応じた電位に固定される。
【００９０】
　続いて、選択パルスφSELがLレベルからHレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオンとなる。これによって、アナログメモリ110に蓄積された信号電荷に基づく画素
信号レベルが垂直信号線1-9へ出力される。
【００９１】
　続いて、サンプルパルスφSHがLレベルからHレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオンとなる。これによって、アナログメモリ110がリセットされ、垂直信
号線1-9へリセットレベルが出力される。
【００９２】
　続いて、選択パルスφSELがHレベルからLレベルに変化することで、選択トランジスタ1
12がオフとなる。同時に、サンプルパルスφSHがHレベルからLレベルに変化することで、
サンプリングトランジスタ108がオフとなる。
【００９３】
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　上述したように、本実施形態によれば、クランプトランジスタ109が、読み出し期間に
、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位を固定電位に応じた電位に固定す
る。このため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジスタ108のドレイン
端子の電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上することができる。
【００９４】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態を説明する。本実施形態による撮像装置の構成は、単位
画素1-5を除いて、第３の実施形態による撮像装置の構成と同様である。
【００９５】
　図14は、垂直方向に隣接した2つの単位画素1-5の回路構成を示している。単位画素1-5
（2つ）は、光電変換部101-1，101-2と、転送トランジスタ102-1，102-2と、FD103と、FD
リセットトランジスタ104と、第１増幅トランジスタ105と、電流源106と、クランプ容量1
07と、サンプリングトランジスタ108-1，108-2と、クランプトランジスタ109と、アナロ
グメモリ110-1，110-2と、第２増幅トランジスタ111-1，111-2と、選択トランジスタ112-
1，112-2とを有する。
【００９６】
　図14には第１の単位画素の回路要素と第２の単位画素の回路要素とが含まれる。第１の
単位画素は、光電変換部101-1と、転送トランジスタ102-1と、FD103と、FDリセットトラ
ンジスタ104と、第１増幅トランジスタ105と、電流源106と、クランプ容量107と、サンプ
リングトランジスタ108-1と、クランプトランジスタ109と、アナログメモリ110-1と、第
２増幅トランジスタ111-1と、選択トランジスタ112-1とを有する。第２の単位画素は、光
電変換部101-2と、転送トランジスタ102-2と、FD103と、FDリセットトランジスタ104と、
第１増幅トランジスタ105と、電流源106と、クランプ容量107と、サンプリングトランジ
スタ108-2と、クランプトランジスタ109と、アナログメモリ110-2と、第２増幅トランジ
スタ111-2と、選択トランジスタ112-2とを有する。FD103と、FDリセットトランジスタ104
と、第１増幅トランジスタ105と、電流源106と、クランプ容量107と、クランプトランジ
スタ109とは、第１の単位画素と第２の単位画素とで共有されている。
【００９７】
　2つの単位画素1-5のそれぞれを単独で見た場合に、それぞれの単位画素1-5を構成する
回路要素の接続関係は、図11に示す単位画素1-5における回路要素の接続関係と同一であ
る。転送トランジスタ102-1，102-2のそれぞれのソース端子は、FD103の一端、FDリセッ
トトランジスタ104のソース端子、第１増幅トランジスタ105のゲート端子に共通に接続さ
れている。また、サンプリングトランジスタ108-1，108-2のそれぞれのドレイン端子は、
クランプ容量107の他端およびクランプトランジスタ109のソース端子に共通に接続されて
いる。
【００９８】
　転送トランジスタ102-1のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2から転送パルスφTX
1が供給され、転送トランジスタ102-2のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2から転
送パルスφTX2が供給される。サンプリングトランジスタ108-1のゲート端子には垂直読み
出し制御回路1-2からサンプルパルスφSH1が供給され、サンプリングトランジスタ108-2
のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2からサンプルパルスφSH2が供給される。選択
トランジスタ112-1のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2から選択パルスφSEL1が供
給され、選択トランジスタ112-2のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2から選択パル
スφSEL2が供給される。
【００９９】
　図14では、マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を含む接続部が第
１増幅トランジスタ105のソース端子と、電流源106のドレイン端子およびクランプ容量10
7の一端との間の経路に配置されているが、これに限らない。接続部は、光電変換素子101
からアナログメモリ110までの電気的に接続された経路上のどこに配置されていてもよい
。
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【０１００】
　図15は、第１基板20と第２基板21の境界線の例を示している。破線D1～D5は、第１基板
20と第２基板21の境界線として可能な例を示している。第１基板20と第２基板21の境界線
は、破線D1～D5のいずれであってもよく、第１の基板20に光電変換素子101-1，101-2が配
置され、第２の基板にアナログメモリ110-1，110-2が配置されれば良い。破線D1について
は前述した通りである。破線D2が示す例では、光電変換素子101-1，101-2の他端と、転送
トランジスタ102のドレイン端子との間の経路に接続部が配置される。破線D3が示す例で
は、転送トランジスタ102-1，102-2のソース端子と、FD103の一端、FDリセットトランジ
スタ104のソース端子、および第１増幅トランジスタ105のゲート端子との間の経路に接続
部が配置される。
【０１０１】
　破線D4が示す例では、クランプトランジスタ109のソース端子およびクランプ容量107の
他端と、サンプリングトランジスタ108-1，108-2のドレイン端子との間の経路に接続部が
配置され、破線D5が示す例では、サンプリングトランジスタ108-1，18-2のソース端子と
、アナログメモリ110-1，110-2の一端および第２増幅トランジスタ111-1，111-2のゲート
端子との間の経路に接続部が配置される。
【０１０２】
　次に、図16を参照し、単位画素1-5の動作を説明する。図16は、垂直読み出し制御回路1
-2から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号を示している。以下では、図14に示した2
つの単位画素1-5の単位で動作を説明する。
【０１０３】
　［蓄積期間の動作］
　蓄積期間では、2つの単位画素1-5のそれぞれの光電変換部101-1，101-2のリセットが単
位画素毎に行われる。第１の単位画素の光電変換部101-1のリセットが行われた後、第２
の単位画素の光電変換部101-2のリセットが行われる。蓄積期間におけるそれぞれの単位
画素1-5の動作は、図13に示す蓄積期間における単位画素1-5の動作と同一である。
【０１０４】
　［転送期間の動作］
　転送期間では、2つの単位画素1-5で共通のFD103のリセットと、2つの単位画素1-5のそ
れぞれの光電変換部101-1，101-2に蓄積されている信号電荷の転送とを含む動作が単位画
素毎に行われる。FD103のリセットと第１の単位画素の信号電荷の転送とが行われた後、F
D103のリセットと第２の単位画素の信号電荷の転送とが行われる。転送期間におけるそれ
ぞれの単位画素1-5の動作は、図13に示す転送期間における単位画素1-5の動作と同一であ
る。
【０１０５】
　［読み出し期間の動作］
　読み出し期間では、2つの単位画素1-5のそれぞれの信号の読み出しが単位画素毎に行わ
れる。第１の単位画素の信号の読み出しが行われた後、第２の単位画素の信号の読み出し
が行われる。読み出し期間におけるそれぞれの単位画素1-5の動作は、図13に示す読み出
し期間における単位画素1-5の動作と同一である。読み出し期間中、クランプトランジス
タ109はオンのままである。これによって、サンプリングトランジスタ108-1，108-2のそ
れぞれのドレイン端子の電位が、基準電圧源から供給される固定電位（VREF）に応じた電
位に固定される。
【０１０６】
　上述したように、本実施形態によれば、クランプトランジスタ109が、読み出し期間に
、サンプリングトランジスタ108-1，108-2のそれぞれのドレイン端子の電位を固定電位に
応じた電位に固定する。このため、1/ｆノイズなどのノイズによるサンプリングトランジ
スタ108-1，108-2のそれぞれのドレイン端子の電位の変動を抑制することが可能となり、
ノイズ耐性を向上することができる。
【０１０７】
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　また、FD103、FDリセットトランジスタ104、第１増幅トランジスタ105、電流源106、ク
ランプ容量107に加えて、クランプトランジスタ109を複数の単位画素1-5が共有するので
、回路面積を縮小することができる。本実施形態では、2つの単位画素1-5が、クランプト
ランジスタ109を含む一部の回路要素を共有する例を示したが、3つ以上の単位画素1-5が
一部の回路要素を共有してもよい。
【０１０８】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態を説明する。本実施形態による撮像装置の構成は、単位
画素1-5を除いて、第１の実施形態による撮像装置の構成と同様である。
【０１０９】
　図17は、本実施形態における単位画素1-5の構成を示している。図17に示す単位画素1-5
では、第１増幅トランジスタ105、電流源106、クランプ容量107、クランプトランジスタ1
09が削除され、第２転送トランジスタ114が追加され、転送トランジスタ102が第１転送ト
ランジスタ113に変更されている点が、図4に示す単位画素1-5とは異なる。
【０１１０】
　図17では、第２転送トランジスタ114のドレイン端子は第１転送トランジスタ113のソー
ス端子およびFD103の一端に接続され、第２転送トランジスタ114のソース端子はサンプリ
ングトランジスタ108のドレイン端子に接続されている。第２転送トランジスタ113のゲー
ト端子は垂直読み出し制御回路1-2に接続されており、転送パルスφTX2が供給される。ま
た、第１転送トランジスタ113のゲート端子には垂直読み出し制御回路1-2から転送パルス
φTX1が供給される。上記以外の構成は、図4に示す単位画素1-5の構成と同一である。
【０１１１】
　図17では、マイクロパッド22、マイクロバンプ24、マイクロパッド23を含む接続部が第
２転送トランジスタ114のソース端子と、FDリセットトランジスタ104のソース端子と、サ
ンプリングトランジスタ108のドレイン端子との間の経路に配置されているが、これに限
らない。接続部は、光電変換素子101からアナログメモリ110までの電気的に接続された経
路上のどこに配置されていてもよい。
【０１１２】
　図18は、第１基板20と第２基板21の境界線の例を示している。破線D1～D5は、第１基板
20と第２基板21の境界線として可能な例を示している。第１基板20と第２基板21の境界線
は、破線D1～D5のいずれであってもよく、第１の基板20に光電変換素子101が配置され、
第２の基板にアナログメモリ110が配置されれば良い。破線D1については前述した通りで
ある。破線D2が示す例では、光電変換素子101の他端と、第１転送トランジスタ113のドレ
イン端子との間の経路に接続部が配置される。破線D3が示す例では、第１転送トランジス
タ113のソース端子と、FD103の一端および第２転送トランジスタ114のドレイン端子との
間の経路に接続部が配置される。
【０１１３】
　破線D4が示す例では、第２転送トランジスタ114のソース端子と、FDリセットトランジ
スタ104のソース端子およびサンプリングトランジスタ108のドレイン端子との間の経路に
接続部が配置され、破線D5が示す例では、サンプリングトランジスタ108のソース端子と
、アナログメモリ110の一端および第２増幅トランジスタ111のゲート端子との間の経路に
接続部が配置される。
【０１１４】
　次に、図19を参照し、単位画素1-5の動作を説明する。図19は、垂直読み出し制御回路1
-2から行毎に単位画素1-5に供給される制御信号を示している。
【０１１５】
　［蓄積期間の動作］
　蓄積期間は全画素で共通の期間であり、全画素で同時に動作が行われる。蓄積期間の開
始時にFDリセットパルスφRST、転送パルスφTX2、サンプルパルスφSHはHレベルになっ
ており、FDリセットトランジスタ104、第２転送トランジスタ114、サンプリングトランジ
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スタ108はオンになっている。これによって、全画素のFD103およびアナログメモリ110は
リセットされている。
【０１１６】
　まず、転送パルスφTX1がLレベルからHレベルに変化することで、第１転送トランジス
タ113がオンとなる。これによって、全画素の光電変換部101がリセットされる。続いて、
転送パルスφTX1がHレベルからLレベルに変化することで、第１転送トランジスタ113がオ
フとなる。これによって、全画素のリセットが終了し、全画素の露光（信号電荷の蓄積）
が一括して開始される（露光期間の開始）。
【０１１７】
　［転送期間の動作］
　転送期間は全画素で共通の期間であり、全画素で同時に動作が行われる。まず、転送パ
ルスφTX2がHレベルからLレベルに変化することで、第２転送トランジスタ114がオフとな
る。続いて、転送パルスφTX1がLレベルからHレベルに変化することで、第１転送トラン
ジスタ113がオンとなる。これによって、光電変換部101に蓄積されている信号電荷が、第
１転送トランジスタ113を介してFD103に転送され、FD103に蓄積される。これによって、
全画素の露光（信号電荷の蓄積）が終了する。
【０１１８】
　続いて、FDリセットパルスφRSTがHレベルからLレベルに変化することで、FDリセット
トランジスタ104がオフとなる。続いて、転送パルスφTX1がHレベルからLレベルに変化す
ることで、第１転送トランジスタ113がオフとなる。続いて、転送パルスφTX2がLレベル
からHレベルに変化することで、第２転送トランジスタ114がオンとなる。これによって、
FD103に蓄積されている信号電荷が、第２転送トランジスタ114およびサンプリングトラン
ジスタ108を介してアナログメモリ110に転送され、アナログメモリ110に蓄積される。
【０１１９】
　続いて、サンプルパルスφSHがHレベルからLレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオフとなる。続いて、FDリセットパルスφRSTがLレベルからHレベルに変
化することで、FDリセットトランジスタ104がオンとなる。これによって、サンプリング
トランジスタ108のドレイン端子の電位が、基準電圧源から供給される固定電位（VREF）
に応じた電位に固定される。
【０１２０】
　［読み出し期間の動作］
　読み出し期間では、アナログメモリ110に蓄積されている信号電荷に基づく信号が行毎
に順次読み出される。読み出し期間中、FDリセットトランジスタ104はオンのままであり
、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位は固定されている。
【０１２１】
　まず、選択パルスφSELがLレベルからHレベルに変化することで、選択トランジスタ112
がオンとなる。これによって、アナログメモリ110に蓄積された信号電荷に基づく画素信
号レベルが垂直信号線1-9へ出力される。
【０１２２】
　続いて、サンプルパルスφSHがLレベルからHレベルに変化することで、サンプリングト
ランジスタ108がオンとなる。これによって、アナログメモリ110がリセットされ、垂直信
号線1-9へリセットレベルが出力される。続いて、選択パルスφSELがHレベルからLレベル
に変化することで、選択トランジスタ112がオフとなる。
【０１２３】
　カラム信号処理部1-6は、読み出された画素信号レベルとリセットレベルとの差分を演
算することで、アナログメモリ110から画素信号の読み出しを行う際に発生する読み出し
ノイズの除去を行う。上記の動作が1行ずつ順次行われることで、全画素の画素信号が読
み出される。上記の動作では、全画素の光電変換部101に蓄積された信号電荷が一括して
転送されるので、信号電荷の蓄積の同時性を実現することができる。
【０１２４】
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　上述したように、本実施形態によれば、FDリセットトランジスタ104が、読み出し期間
に、サンプリングトランジスタ108のドレイン端子の電位を固定電位に応じた電位に固定
する。このため、1/ｆノイズなどによるサンプリングトランジスタ108のドレイン端子の
電位の変動を抑制することが可能となり、ノイズ耐性を向上することができる。
【０１２５】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成は上記
の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含ま
れる。上記では、2枚の基板が接続部で接続されている固体撮像装置の構成を示したが、3
枚以上の基板が接続部で接続されていてもよい。3枚以上の基板が接続部で接続される固
体撮像装置の場合、3枚以上の基板のうち2枚の基板が第１の基板と第２の基板に相当する
。
【符号の説明】
【０１２６】
　1　固体撮像装置、2　レンズユニット部、3　画像処理装置、4　記録装置、5　カメラ
制御装置、6　表示装置、7　デジタルカメラ、1-1　制御信号発生回路、1-2　垂直読み出
し制御回路、1-3　水平読み出し制御回路、1-4　画素アレイ部、1-5　単位画素、1-6　カ
ラム信号処理部、1-8　出力回路、101　光電変換部、102　転送トランジスタ、103　 FD
、104　 FDリセットトランジスタ、105　第１増幅トランジスタ、106　電流源、107　ク
ランプ容量、108　サンプリングトランジスタ、109　クランプトランジスタ、110　アナ
ログメモリ、111　第２増幅トランジスタ、112　選択トランジスタ、113　第１転送トラ
ンジスタ、114　第２転送トランジスタ

【図１】 【図２】
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